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イラク戦争検証チーム：第一回会合に向けた作業
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イラク戦争検証チーム：第一回会合に向けた作業
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「イラク戦争検証チーム」の立ち上げについて

松本大臣よりご指示のあった標記チームについては事務次官の下、以

下の次第に基づき． 8 月 0日付けで立ち上げ.,.

1. 人員体制
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2 作業内容

/` 3. 作業期間 ノへ
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4. その他
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・「イラク戦争検証チーム」人員体制（案）

鼻●チーム長

•石川和秀 在米大次席公使（昭和 55 年入省、 I 種）
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イラク戦争検証（想定問答）

＜案）

[1. 関係者について．
問：在00大の00公使が一時帰国しているようだが、、何のための帰国なのか3 本件作

業に従事しているのではないかc

．答：同公使は所用の出張で帰国しているものである c

（注：本件作業の「チーム」のメンパーは対外公表を行わないc したがって、個々の職

員の帰国目的について問われても、本件作業については言及しない。）

.̂ 
\J‘ 

［ 2. 作業について（作業開始後、報道に出るなどして問われた場合） ! 
問：外務省においてイラク戦争の検証に関する作業を行っているのか。

答：対イラク戦争への我が国外交上の対応を検証するための作業を、外務省内で行って

いる。

問：作業は外務省内のみで行うのかs いわゆる「密約」の検証の際のように外部有識者

にゆだねないのか。防衛省や総理官邸等に聞き取り課査等は行わないのか。

答：我が国外交上の対応を検証するための作業であり、あくまでも外務省内にて行って
いるものである。

(

)

 

問：検証の対象は何かっ何時までに作業を終了させるのか。·公表の見通しいかんc

答：ご指摘のあった事項も含めて、外務省内で検討を行っているところである。
（注：作業の詳細については対外公表を行わない。）
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イラク戦争の検証：一コメント
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イラク戦争検証についての検討
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各国によるイラク戦争検証の動き
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平成23年8月

中東第二課

イラク戦争についてこれまで賑査・検証を行った又ば現在瞬侮中の国［認も英蘭3国の
みで、それ以烈D国で1共鑓正の動きは見られない。

1. イギリスのイラク戦争調査委員会（「チルコット」委員会）

(1) 設立

2009年6月、ブラウン首相Iお寸イラク武力行使に関する英国政府の意思決定に関する

調査委員会を設凰
(2) 委員会の構成

C委員畏まチルコット元スコットランド省次官。

②以下，歴史家のローレンス・フリードマン，歴史家のマーティン・ギルバード，元外交

官のロデリク・・リン，上院議員ウシャ・プラシャ男爵夫人の4名の委員から構成3

饂員会を補佐する主要関係省庁（内閣府，外務省，国防省，国際開発省）等からの出向

者1 0名から構成される事務局を有する。

(3) 目的·調査対象

⑰賤妍切イラクペ魂店の羹凪

イラク戦争べ冽珈及びそ四却冷興活動に関する意思決定について，政府内でどのよ

うな手続・プロセスカ踏まれたか，こねこ志拘もしく l拉淵臨情報⑪詔勃ゞあったか。

匹競自体の適否は評価しない。9

③将来の国韓婢等同駆淳例1ゴ祭して適切に対処するための教訓を学びとること。

＠調査対象期間は2001年から2009年7月末まで。

(4) 調蘇課
2011 辱詢,~臨衝謹相に提廿され議会文書となり審議される予定であった洞是
出が遅れている模様報告書の内容話臨切安全を害する等の事由により不開示と判断さ

れる部分以外は公表される。

(5) そ⑰也（情報～のアクセス）

委員会は政府文争の提出，証言への協力，機密事項の取り扱い等につき政府との間で取
り決めを行っており，すべての勤荏対言を閲覧できる棚哀及汎ヨ康を含む政府関係者を証

人として喚問する権限を有する。
.. 

,. 
2．アメリカの大量破壊臨岩こ係る米国研癖賄ほ力に関する委員会(「WMD」委員会）

(1) 設立

2004年2月、ブッシュ前大統領が大統領令13328号をもって「大量破壊兵器こ係
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る渕国⑰癖醗力に関する委員会jを設立

（勾委員会研費成
蝉詔認する9名咲夏員から構成

②チャールズ・ロオ前バージニア州知事 G己希瀕頴）及びローレンス・シルバーマン米

国コロンビア特別区巡回控訴裁判所上級巡回裁判官が共同議長，

(3) 目的・調査対象

①イラク寧こおける大量破壊兵器等記却浅嘩諜輛雷』による情報活動別鋸凪

②今後の情報機関のあり方について大統領に提言する。

③調査期間I拉寸イラク武力行使 (2003年3月）以前。

(4) 調査結果^ ①2005年3月末同委員会｛ま俎加噴宛報告書を発表
し 味の中でイラクについて，i癖應講l誌寸イラク軍蔚子動謡冶以前の大量破壊困器に関す

るほとんどの判断について完全ば呉っており、かかる誤りの主たる原因は情報収集能

カの欠如や収集した情報を’析する際の誤りにあるとしt.=o

(5) そ奴也（情報へのアクセス）

大統領令により委員会には任務遂行上必要となる全ての情報へのアクセス四都販）悧付与

されている。

() 

3. オランダの調査委員会（「ダーヴィッツ委員会」）

(1) 設立

20 0 9 年 2 月 2 日、バルケネンデ蘭首相が2003 年における米、英によ

る対イラク武力行使に対して蘭政府が政治的な支持を与えた問題に関し独立

調査委員会を設置。

(2) 委員会の構成

委員長は元最高裁判所長官のダーヴィッツ氏 (Mr.W. J.M.Dav i ds)。その他学

識者等 6 名の委員から構成。

(3) 目的・調査対象

①当時の繭政府による対イラク武力行使に対する政治的支持にする準備及び

意思決定プロセスを挨証する（特に国際法，諜報，情報提供，軍の関与に

つき焦点があてられている）。

②調査期間は 2002 年夏から 2003 年夏。
(4) 調査結果

( 2 0 1 0年 1 月, 2 日、ダーヴィッツ委員長がバルケネンデ蘭首相に対し

550 ページに亘る報告書を提出（内容は公表）。

②同報告書は、「 1 9 9 0 年代に採択されたイラクに関する国連安保理決議は、

2003年の米・英の軍事介入に対して権限を付与していない。安保理決
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議 1 4 41 が個々の国に武力行使を認めていたと合理的に解釈することは

できない。政治的には更なる決議があることが望ましいが、法的な必要性

はないとの政府の見解は支持できない。よって、イラク侵攻は国際法上の

権限がなかった」と結論づけた。

(5) そ研也（情報へのアクセス）

委員会はアクセスしたいと欲する全ての情報にアクセスでき自由に人々を聴取できる

（バ）巧ネンデ首相の発言）。
（了）
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イラク戦争検証に関する調査チーム（案）
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イラク戦争検証についての検討
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イラク戦争検証についての検討
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三

イラク戦争検証について省内検討の経緯（メモ）
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イラク戦争検証についての検討ペーパー

検証のやり方として以下 1. のスコープが考えられるが，以下 2. 及び 3. の諸点を十分
考虐する必要がある。

I 1. 



検証のインプリケーション］
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イラク戦争検証についての検討
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イラク戦争検証についての検討ペーパー

検証のやり方として以下 1. のスコープが考えられるが，以下 2. 及び 3. の諸点を十分
考慮する必要がある。

! 1. 



検証のインプリケーショ目
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報告書案のイメージ



中間報告案のイメージ
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イラク戦争検証：スケジュール（案）
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イラク戦検証

（作業等の段取り）

1. 作業内容

() 

2. 作業体制

• 3. 作業期間
() 
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「イラク戦争検証チーム」人員体制（案）

●チーム長

•石川和秀 在米大次席公使（昭和 55 年入省、 I 種）
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イラク戦争検証チーム
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|2 ．報告書を作成する上で考慮に入れるべき論点・視点（案） 1 

¥ 

I
 

\ 



\ 

＼一

¥ ｷ ‘-/‘ 

目璽躙f暑l



ープ

睛＇星塁置冒置、糧

¥__.,' 

融視翔暑阿糧

¥9 

闇置儒＇



た．
ヽ．



イラク戦争検証 1：：ついての検討



イラク戦争検証チーム：第一回会合に向けた作業
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「イラク戦争検証チーム」の立ち上げについて

松本大臣よりご指示のあった標記チームについては，事務次官の下，以

下の次第に基づき， 8 月 0日付けで立ち上げる

1. 人員体制

^ 

2. 作業内容

, 
3. 作業期間

4. その他
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「イラク戦争検証チーム」人員体制（案）

®チーム長

•石川和秀 在米大次席公使（昭和 55 年入省、 I 種）
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イラク戦争検証についての検討
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報告書案のイメージの項目に関連する文書
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極秘

イラク戦争検証についての検討
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イラク戦争検証についての検討
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極秘

イラク戦検証

（作業等の段取り）
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2. 作業体制

3. 作業期間
() 
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「イラク戦争検証チーム」人員体制（案）

●チーム長

•石川和秀 在米大次席公使（昭和 55 年入省、 I 種）
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イラク戦争検証についての検討ペーパー
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イラク戦争検証チーム：第一回会
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イラク戦争検証チーム：第一回会合に向けた作業
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「イラク戦争検証チーム」人員体制（案）

●チーム長

•石川和秀 在米大次席公使（昭和 55 年入省、 I 種）
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イラク戦争検証について省内検討の経緯（メモ）
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イラク戦争検証についての検討ペーパー
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各国によるイラク戦争検証の動き

イラク戦争についてこれまで調査・検証怨子った又lお説翠臨中の国lお長，英，蘭，豪州の

4カ国。 . 

1. ~ギリス
●イラク戦争調査委員会（「チルコット」委員会）

(1) 設立

2009年6月、ブラウン首相f拉寸イラク武力行即こ関する英国政府の意熙恕EI喝月する

一ヽ 調査委員会を設置。

¥___,, (2) 委員会の櫛戎

諷員長はチルコット元スコットランド省次官。

②以下，歴史家のローレンス・フリートマン，歴史家のマーティン・ギルバード，元外交

官のロデリク・リン．且硼紺｀ウシャ・プラシャ男爵夫人の4名の委員から構成》

③委員会を補佐する主要関係省庁（内閣府．外務省，国防省，国際開発省）等からの出向

者10名から構成される事務局を有する。
(3) 目的・調査対象

①英政府のイラク～魂駐租）検証。

() 

イラク戦争辺滲加及びその後の復興活動に関する意思決定について．政府内でどのよ

うな手続・プロセスカ曾桓まれたか．こ柑こ法的もしくは的確なす癖即濃村があったか。

②戦争自体の適否（井荊眉しない。

寧の国際紛争等同様の事例Iゴ祭して適切に対処するための艇り,,を学びとること。

＠調査対象期間は2001年から 2009年7月末まで。

(4) 甑査結果

2011年酬l事衝謡湘l寧され議金四駐：なり審議される予定であった力頓

出力喧狛＇ている模様 (2012年公表との情報あり）。報告叡D内容＃国家の安全を書す

る等凋5由により不開示と判断される部分以外は公表される。

(5) その他（情報べDアクセス）

委員会は政府文叡刈翅払証言への協力，機密事項の取り扱い等につき政府との間で取

り勘密っており，すぺての蜘釦這託閲覧できる権駁奴應糠を試；副幡賄渚を証

人として喚問する櫛屡を有する。
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．這職寧儲員こ員する諏翠賠（「バトラ→屋長釦）

(1) 設立

2004年2月、英国政府力唱t立。

(2) 委員会構成

委員長はバトラー卿（元内閣府長官）。

(3) 目的・調査対象

懸念国のWMD計画及び国際取引や戦争前のイラクのWMDに関するイン

テリジェンスについて調査し、提言を行うことを目的とする。

(4) 調査結果

① 2004年 7 月, 4 日、報告書発表（内容は公表）。

②イラクの他、カーン博士、リビア、イラン、北朝鮮を例に挙げ、 WMDの

拡散に対抗するためにインテリジェンスの重要性を指摘。

③英国情報部 (SI S) による検証手続きや資源配分、インテリジェンスの
過度に厳格な縦割りに関する問題があった。また、情報機関がイラクが実
際に化学兵器を所有・使用したことや国連の査察官を欺こうとし続けてい

たことに影響を受けていた。

④合同情報会議(J I C) の判断の基礎となったインテリジェンスの限界に

関する注意がドシエ (2 0 02年9 月及び2003年 1 月に英国函叡凸’ラ

クの大駆脱鮎苺に関して発表した文書）で十分明確にされなかったことは深

刻な欠点。また、J ICがドシエの作成責任部局であることを公開したこ

とは誤りであった。

で

●ドシエに関する調査委員会（「ハットソ委員会」）

(1) 設立

2003年8月、設立。

(2) 委員会の構成

委員剥＃ロード・ハット汲圃（常任上訴費族、我力哩lの最高裁即9に相当）。

(3) 目的・調査対象

2003年 1 月、ドシエに、イラクの大駆痴鮎達珈45分凶力に使用可能であるとの
扇泣むがあったことに関し、 BBCが英国蜘符f註呉りであると知りながら右記載を報告書に

挿入したと報道」右報道を廻癬二情報操作冴顎肋唱片れたケリー博士哩l防省アドバ

イザー）が2003年7月に自殺した事仲双範醒駆逹謹査。
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(5) 調査結果

① 2004年 1 月に調査報白発表。

②政府による情轍尉乍ぱ存けtていなかった。 BBC報道にl~郎助切ない。

③ケリー博士の宛ま自殺，

鰈国問訊交委員甜こよる調査

(1) 設立

2003年6月、調査那台。

(3) 委員銀翻t.

英国議会の特別委員会のうち、行政監視を行う, 8の省別委員会の一つ。蜘荷からl＃埠郊勺

独立。

(3) 目的渭麟対象

2003年6月、ドシエにイラクの大廊渕臨苺邸45分凶内に使用可即きあると記載さ

れていたことl=B肘るBBCの翻菫をきっか由こ、英国邸甘による情糊剰勃市われおかど

うかを調査。

(4) 調査結果

①2003年7 月 7 日Iゴ屈欝鯉訟表。

②次貴破壊兵器を45分眺内に使用可能との記迦よ単一の末薗捌癖薗コgづくものであり、

ドシエで羞屑されたほどの裏付けはなかったため、政府は何故強調したの力港朗すべき。

③入手可能な趙囮ゴ店づIガま、 2002年9月のドシ工作成こあたって、キャンベル首相官

邸藍躙蹟各局長が不適切な影響力を行使したことはなかった。

●英国卜＇憐醍安全保障委員会による調査

(1) 設立

2003年6月、調査開始o

(2) 委員会の構成

アン・テイラー委員長。英国蜘蔀D3つの情細鵬影）支出、組織管風政策l噂討ーる調査

を目的に、 1994年こ委員会設立。委員fお苅芍による指名。

(3) 目的・調査対象

対イラク武力行使の是詣こついて論じているものではなく、醐直する情報力漣向に分析さ

・ れ政府の文叡こ反映されたか否かについて考察する。

3. 
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(4) 調査結果

① 2003年9月 9 日、調査結果公表

②ドシエI砕ャンベル首相官邸翻凱棚各局長利也の詢こよっても魅力化されていない。
四破壊嘩を45分邸に衡詞能との記鯰新しいもので注意をひくものであった

ため、情報の内容と分析についで蒻瑕）tあるべきであった。

・メー
し

¥ 

((•) 

2. 茅晶蒻
●大量破壊兵器に係る米国の情報能力に関する委員会 (rWMD」委員会）

(1) 設立

2004年2月、ブッシュ前大統領が大統領令13328号をもって吠渥破壊哀樹こ係

る米国⑪癖羅助に関する委員会」を設止

(2) 委員会の構成

①胡酋助湘名する9名の委員から構成，

②チャールズ・ロオ前バージニア州知事（元且硼鮨0 及びローレンス・シルバ一マン米

国コロンビア特i瞑巡固善藷辟翻且函匪溺畔眉が共嘩駐し

(3) 目的・調査対象

①イラク等こおける大廊譴浜器寄組辺珠国諜糊鵬覇こよる情翻哉切樹凪

②卸汁癖躙躙のあり方について力齢員に提言する？

ー贔認イラク武力行使（2003年3月）以前。

(4) 調査結果

①2005年3月末同委員会［ま樗賄彫醇難濯tを発表。

②その中でイラクについて，情報薗御諒寸イラク軍蔚預旗飴以前の大量破壊兵劉こ関す

るほとんどの閂断について完全r~つており、かかる誤りの主たる原因は情報収集能

カの欠如や収集しだ情報を分析する際の誤りにあるとした。

(5) そ研也（情報~Dアクセス）

大統領令により委員会には任務遂行上糾匿となる全ての華影Jァクセスの権駆！附寸与

されている。

●米国上院情報特別委員会の報告書

(1) 設立

2003年6月、米且浣情報南i,陵員会がイラク戦判馳皇情報囮農・分析に関する調査
．を開始。

4 
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(2) 委員会の構成

委員長はパット・ロバ―卜上限議員。他16名の上囃謝員が委員。

(3) 目的・調査甜象
情報機関の活動を調査。

(4) 調査結果

①2004年7月 9 日．報告書発表？

②2002年 1 0 月のイラクの大量破壊兵器に関する「国家情報評価(National

Intel I igence Esti囮te) 」における主要な判賑D大半、特こ「イラク（材蝠惜聡洞編してい

る」、「イラクl捉ヒ物、イ臼埃器を所持している」といった記図虹誇張されたものであったか
あるし団お尉ボ癖靭裏付けのないものであった。情報襴関は判断か背景にある河灌実性l

について、行醐罫犠会璃四琺定都ゴ寸し、正硼かづ麒砕説明を行わなかった，

③問題点の多くは、「非協力的な組織文化」及び「組織管理のまずさ」に起因するもので

あり、特にCIAI本情輛髄靭中呪窃臣：位置密国し、他刈鄭駐：の濶影頃を行わな

いことで、イラクのWMDに関する渕国の戦争前の分析封負なった。

3. 垢吾裂ダ西調査萎輝（「ダーヴィッツ委員会」）
(1) 設立

2009年 2 月 2 日、バルケネンデ蘭首相が2003年における米、英によ

る対イラク武力行使に対して蘭政府が政治的な支持を与えた問題に関し独立
調査委員会を設置。

(2) 委員会の構成

委員長は元最高裁判所長官のダーヴィッツ氏 (Mr．軋J.M.Dav i ds) 。その他学

識者等 6 名の委員から構成。

(3) 目的・調査対象

①当時の蘭政府による対イラク武力行使に対する政治的支持にする準備及び

意思決定プロセスを検証する（特に国際法，諜報，情報提供，軍の関与に

つき焦点があてられている）。

②謂査期間は2002年夏から 2003 年夏。

(4) 調査結果

• ①2010年 1 月 1 2 日、ダーヴィッツ委員長がバルケネンデ蘭首相に対し

550 ページに亘る報告書を提出（内容は公表）。

②同報告書は、「 1990年代に採択されたイラクに関する国連安保理決議は、

5 
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2003年の米・英の軍事介入に対して権限を付与していない。安保理決

議 1441 が個々の国に武力行使を認めていたと合理的に解釈することは

できない。政治的には更なる決議があることが望ましいが、法的な必要性

はないとの政府の見解は支持できない。よって、イラク侵攻は国際法上の

権限がなかった」と結論づけた。

(5) その他（情報へのアクセス）

委員会はアクセスしたいと欲する全ての情報にアクセスでき自由に人々を聴取できる
（バルケネンテ首相の発言）。

4. 沈翠弱'i諒
“醐贖醜造書
(1) 設立

2003年3月、ハワート盲相が豪州の庸難鵬！に関する調査剣聯台。同年3月 1 日に豪州

議会の合同委員会が発表したイラクの大量破壊兵器に関する情報についての調査報告書の

発表を受Ittゴ知包。

(2) 謂蓋者

フィリップ・フラッド氏ほ外交官）が廊郵紐瀾鵬の協力を得て調査を実施，

(3) 目的・調査対象

イラク、ジェマ・イスラミーヤ、ソロモン諸島双蒻薗院を行い、情報欄員の現在の監椰本

諏疇邸たぬ冴濾i碗効怯輯に対する質の高し噸立しtdi鞘巖供につい可肩

査r (4）諏麟（イラクl壌ける部が況の要旨）．
＼ノ ①2004年 7 月、調査報告書発表（内容は公表）。

() 

②イラクのWMDに対する情報機関の分析には誤・りがあり、内容に乏しく、曖
昧かつ不完全だった。

③イラクのWMDの備蓄の点を除けば、開戦前の情報機関の分析はおおむね正

しく、イラクがWMD使用の意思と能力を有していないという結論を下す方が

より困難であった

④情報機関は、情報源の多くを外国の情報機関に頼っていたものの、その分析

に関しては米、英から独立していた。

⑤WMDに関する情報分析に関して政策的あるいは政治的影響力が働いた証拠

はない。

6 
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⑥調査の結果明らかとなった情報機関の欠陥を是正するために、情報機関の体

制の強化等 23項目に上る勧告を行っている。

（
し
）

() 

●豪州議会合同委員会の調査報告書（詳細確諒中）

(1) 設立

2003年 6 月、豪州上院が議会合同委員会に指示し、調査開始。

(2) 委員会の構成

委員長はホン・デービッド・ジュル議員。委員は、上下院議員 7 名。 4名から

なる事務局も設置。

(3) 目的・調査対象

．当時の豪州政府が使った情報の性質、正確さ、独立性に関する検討及び豪州政

府から議会に対する右情報の提示に関する正確さ及び完結性に関する検討を指

示して設立。

. (3) 調査結果

① 2003年 7 月 5 日、調査結果発表（内容は公表）。 . . 

②情報分析の独立性に関して、情報機関が政治的圧力を受けることはなかった。
③情報分析の正確さに関して、情報機関は他国に比べてより抑制的かつ慎重に

評価を行ったが、それでも、 WMDの存在を誇張していたかどうかは議論の

余地がある。

④情報の提示に関して、他国に比べてより控えめで慎重であった。首相や閣僚

の発言は、米国でなされたような感情的な表現ではなかった。

⑤情報分析の独立性、正確さ、提示のそれぞれについて提言を行っている。

5. 1裁切｀監視··ク］、垢唆 (Iraq Su~vey Group, ISG) 

(1) 設立

2003 年 6 月に米国国防総省がケイス・デイトン少将の指揮の下に ISG を

設立。

(2) 団の構成

団長はケイ博士 (CI A特別顧問） （2003年 1 月 23 日辞任）、その後、チャールズ・

ドルファーUNSCOM冠翻委員長。団員は、米（CIA、国防濶嘲B、国務省、国防省、

エネルギー省）、英、豪の軍関係者及び分析者 (1300~1400名と見られる）。

(3) 目的・調査対象

7 
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目的は大量破壊卑劉こ関するフセイン政権の諮険に関する事実とその意床を提供すること。

対イラク武力団更後に見つかった詔匙D単なる伯拘埠朔J]でI共よく、動的な分析⑬瑯迷行
う。

() 
ー

(3) 調査結果発表

① 2004年10月、中間報告発表。 2005年4月、最終報店発表。

碑権の戦略的意図として、サッダーム・フセインは、制裁が解除された時に大

量破壊兵器を再構築出来る能力を維持しつつ、制裁を終わらせることを欲して

いた。

③サッダーム・フセインは、国際的な圧力とその経済的なリスクにもかかわら

ず漸進的な形で核能力を開発することを望んでいたが、彼は弾道ミサイルと戦

術的化学兵器能力に集中することを意図していた。

④サッダーム・フセイン政権は、制裁解除後に大量破壊兵器を復活させるため

の公式の文書による戦略や計画は有していなかったが、彼の部下は大量破壊兵

器の復活が目的であることを理解していた。

⑤イラク政府及び連合軍が、前イラク政権が誤って放置したり 1 9 9 1 年に不

適切に処分された、危険性の低下した化学兵器を、今後もある程度発見するこ

とはあるだろうと評価。しかし、こうした兵器は既に危険性が低下しており、

また十分な備蓄もないことから、連合軍に対して軍事的に重要な脅威とはなり

得ないだろうと判断。

（了）
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